
 

令和８年度一般会計歳入歳出予算 
 

 

 

令和８年度徳島県町村議会議長会一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ１８，５００千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。 

 

（歳出予算の流用） 

第２条  歳出予算の各款、各項の経費の金額は、流用することができるものとする。 

 

 

令和８年２月２６日提出 同日議決 

 

徳島県町村議会議長会 

会 長  佐 藤 道 昭 






